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セクシャ 計ゞ。ハラスメント申し立ては覇す機警について

露輔 1年 7欄

人権委員会

藩構量かものセクシャル・ハテスメント時し立てに聞す碁爾査委員像の議警および弁護

士拳意見を受けて、人叢警員会としては次吟結論:こ翌りましたのでご糧機申し上げます。

申し立て者 (函 爾氏)揚19T年 ごらから欝務者鍾話をしていることから考えると、少な

くとも 97年 ごろ執降、91年轟るい:ま 03年のセタシヤル “ハラスメン ト被書に悩んでい

たことは錢らかとなつたが、薦曇民の言い分を十分 :こ証明する轟纏や証人を得ることはで

きなかつた。かなり年月が経ち、暗闇鍛経遍なとも‡こ詳織な部分:こついて勢議憶が不十分

:こなっていることなどから、これ以上の議査を続けることζま轟難であると思静れる。

霧査委員幾鍛報告を総合すると、人権委員会として鍍当該セタシャル (ハジスメントの

有無を判断できない状説であるといかざ患をえない。

したがって、人権委員会こして鍍、人権擁護簿懸釜員会路毅置を要議する|こ菫らないこ

とを結論とす番尋̀

入機委員会としましては、これができうる籍一杯の結論でした。ご不満が海ろつかと懸

いますが、上にも述べましたように、暗闇がたちすぎており、これ以上のユ毅|まできそう

にござい家せん。な:こ とぞ、ご瑾解していただきますよう、お願い申し上げまづ亀

また、攘菫をきして会議き重れ、篤甲電家絶もご意見を興うなどしておりましたために、

難機に菫るまでは時間がかね てしまい、申し課ございませんでした,菫ボ お饉紳 し

上げます。


